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1.国立高度専門医療研究センターの概要
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法 人 名
(独)国立がん研究センター

(National Cancer Centeめ

(独)国立循環器病研究センター

(National Cerebral and Cardiovascular Center)

(独)国立精神・神経医療研究センター

(National Center Of Neurology and Psychiatry)

理 事 長 嘉山 孝正 橋本 信夫 樋 口 輝 彦

所 在 地
①中央病院 :東京都中央区築地 5-1-1

②東 病 院 :千葉県柏市柏の葉6-5-1
大阪府吹田市藤白台 5-7-1 東京都小平市小川東町 4-1-1

組  織

(概要 )

理事長

情
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ん
対
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理事長 理事長

神
保
健
研
究
所

役 員 数 理事 :5名 以内、 監事 :2名 理事 :3名 以内、 監事 2名 理事 :4名 以内、 監事 2名

常勤職員数

(注 1)
1, 443名 1,003名 620名

事業規模

(注 2)
41, 348百 万 円 25, 719百 万 円 12,488百 万円

病 床 数
①中央病院 :600床
②東 病 院 :425床

640床 923床

事業内容

我が国のがん対策の中核的機関として、

がんその他の悪性新生物に関し、研究・開

発、医療提供、医療従事者の研修、情報発

信、政策提言等を行う。

我が国における脳卒中、心臓病等の循環

器病対策の中核的機関として、循環器病に

関し、研究・開発、医療提供、医療従事者の

研修、情報発信、政策提言等を行う。

我が国の精神・神経疾患対策の中核的機

関として、精神、神経、筋疾患及び知的障害

その他の発達障害に関し、研究・開発、医療

提供、医療従事者の研修、情報発信、政策

提言等を行う。

注1)平成22年4月 1日 現在  注2)年度計画に記載の経常費用額 (平成22年度 )
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法 人 名
(独)国立国際医療研究センター

(Nationa:Center for G10bal Health
and Medicinc)

(独)国立成育医療研究センター

(Nauonal center for Child Heatth
and Development)

(独)国立長寿医療研究センター

(Nationa:Center fOr Geriatrics and Gerontology)

理 事 長 桐野 高明 加藤 達夫 大島 伸一

所 在 地
①病   院 :東京都新宿区戸山 1-21-1

②国府台病院 :千葉県市川市国府台 1-7-1
東京都世田谷区大蔵 2-10-1 愛知県大府市森岡町源吾 36-3

組  織

(概要 )
府
台
病
院

立
看
護
大
学
校

際
医
療
協
力
部

理事長 理事長

役 員 数 理事 :6名 以内、 監事 2名 理事 :3名 以内、 監事 2名 理事 :3名 以内、 監事 2名

常勤職員数

(注 1)
1,519名 805名 408名

事業規模

(注 2)
32, 085百 万 円 18, 122百 万円 7, 820百 万 円

病 床 数
①病   院 1801床
②国府台病院 :622床 460床 402床

事業内容

我が国の国際保健医療協力の中核的機

関として、感染症等国際的な調査研究が必

要な疾病に関し、研究・開発、医療提供、医

療従事者の研修、情報発信、政策提言等を

行う。

我が国の成育医療の中核的機関として、

小児医療、母性医療、父性医療及び関連・

境界領域を包括する成育医療に関し、研究・

開発、医療提供、医療従事者の研修、情報

発信、政策提言等を行う。

我が国の長寿医療の中核的機関として、

加齢に伴う疾患に関し、研究。開発、医療提

供、医療従事者の研修、情報発信、政策提

言等を行う。

注1)平成22年4月 1日 現在  注2)年度計画に記載の経常費用額 (平成22年度 )



2.国立ハンセン病療養所の概要

1 ハ ンセ ン病療養所における医療

国立ハンセン病療養所の入所者の平均年齢は 80.9歳 (平成 22年 5月 現在)と

高齢化に伴い、ハンセン病の後遺症に加え、生活習慣病等の合併症、身体機能や視覚機

能の低下等により、日常生活の不自由度の進行や医療の必要性と多様性が増 している。

この様な実状を踏まえ、療養所内におけるプライマリーケア、リハ ビリテーシヨン

機能の充実を図るとともに、療養所内で対応できない専門的な医療については、療養所

外の医療機関と連携 して行 う委託治療の充実に努めている。

2 国立ハ ンセ ン病療養所の現状

○ 施設数   13か 所

国立療養所 松丘保養園

国立療養所 東北新生園

国立療養所 栗生楽泉園

国立療養所 多磨全生園

国 立 駿 河 療 養 所

国立療養所 長島愛生園

国立療養所 邑久光明園

国立療養所 大島青松園

国立療養所 菊池恵楓園

国立療養所 星塚敬愛園

国立療養所 奄美和光園

国立療養所 沖縄愛楽園

国立療養所 宮古南静園

開設年月 (公立時を含む )

青 森 県 青 森 市  明治 42年  4月

宮 城 県 登 米 市  昭和 14年 10月

群 馬 県 草 津 町  昭和 7年 11月

東 京 都 東村山市  明治 42年  9月

静 岡 県 御殿場市  昭和 19年 12月

岡 山 県 瀬戸内市  昭和 5年 11月

岡 山 県 瀬戸内市  明治 42年  4月

※ 台風被害 :昭和 15年 3月 現地で再興

香 り:1県 高 松 市  明治 42年  4月

熊 本 県 合 志 市 、 明治 42年  4月

鹿児島県 鹿 屋 市  昭和 10年 10月

鹿児島県 奄 美 市  昭和 18年  4月

沖 縄 県 名 護 市  昭希口13年 2月

沖 縄 県 宮古島市  昭和 6年  3月

日現在 )

日現在 )

定 員 )

予 算 )

２

２

２

２

2.○

○

○

○

入所者数

平均年齢

職員定数

予 算 額

427人
0.9歳
950人
56億 円

2,
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3.独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 の 概 要

1.根拠

独立行政法人国立病院機構法 (平成 14年 12月 20日 法律第 191号 )

2.業務

①医療の提供、②医療に関する調査及び研究、③医療に関する技術者の研修、

④附帯業務    ※機構は、「政策医療」の実施を目的とする

3.病院 口病床数

(1)病院数  144(平 成 21年度末現在 (機構設立時は154))

(2)病床数 (平成 22年 10月 ) (単位 :床 )

4.職員

(1)身分  国家公務員 (特定独立行政法人)

(2)常勤職員数 (平成22年 1月 1日現在)

医師 看護師 その他 計

5千人 33千 人 14千人 52千 人

(参考)上記の常勤職員のほか、非常勤職員が 10千人

5,運営

○ 厚生労働大臣が中期 目標を作成。これを踏まえて法人が作成 した中期計画

に基づき運営 (期 間 5年間 )

○ 各事業年度及び中期 目標期間の業務実績について評価委員会が評価

一般病床 療養病床 結核病床 精神病床 感染症病床 計

48'.326 156 3,026 4,692
０
０

０
０ 56,233
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4.医療分野の情報化の適切な推進について

藤褻分野:め

'輌

報犠番構1報連携

1情報の共1有化と遠1携の1推1進

情‐報1連1携|の|た|め|め標準1ヒ

個1人による健康1構1報|の1議1用

安1全|な情報連携01た|め|の1基盤1整備

統計情1報の1療1学的1活1用

電子カルテシステムの導入は、長期にわたる検討期間と多大な導入費や設置後の保守 i管理費が必要なことから特に中小病院や診療所では導入
に躊躇している状況

地域においてシステムを共同利用する等により、導入負担の軽減をしつつ、診療情報連携を図る事業に対し、一定の補助を実施

「IT新改革戦略」および「新たな情報通信技術戦略」を踏まえ、以下の施策に取り組むこととしている

地域診螂 麟 塞事:業

鮮素撃1鞍蒸撃撻1朦1驚1報溝1蒲1暴撃業:譴率1蕪|

傑撻鐘灘諾:野1昴 i「Atl議鍵基盤葺燕滋:丼認識轟運1爾:

嘩 華1療1無1講基1難T~|■書41青ネ1開1灘

―

お

【
―

1難機構1報静:基華:熱輛1相:菫1選1薦1機1権1保‖縦彗葉暮1

医療機関内で情報連携を行うためには、電子カルテシステム、オーダリングシステム等の様々な各部門系システムの相互運用性を確保する必要が

ある

医療機関が医療情報システム導入の際に、規模や特性に応じたシステムを導入することを可能とし、費用負担も軽減

個人が自らの医療情報等を電子的に管理・活用するための方策や、医療機関間でのシームレスなデータ共用を可能とするための方策の実証事業

情報が電子的にやりとりされる際には、なりすまし、改ざん、窃視等の危険が増大することに鑑み、電子署名法等の整備が進んでいる

医療に関しては、医師が業務上発行する文書がなりすまし、改ざん等の脅威にさらされた場合、患者が回復困難な不利益を受ける

医師資格等の確認機能を備えた電子署名の認証基盤が必要不可欠であり、厚生労働省として定めたポリシに各認証局が準拠していることを技術
的に担保する上位認証局を構築し運用を開始

医療分野の情報化に伴い蓄積される医療情報から、臨床研究や診療に有用な情報を効率的に得るため、検索や解析を容易にする医療知識基盤
データベースを開発
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新たな情報通信技術戦略 (平成 22年 5月 )抜粋

2.地域の絆の再生

(1)医 療分野の取組

【重点施策】

○ 全国どこでも過去の診療情報に基づいた医療を受けられるとともに、個人が健康

管理に取り組める環境を実現するため、国民が自らの医療・健康情報を電子的に

管理・活用するための全国レベルの情報提供サービスを創出する。このため、第一

段階として、個人が自らに対する調剤情報等を電子的に管理する仕組みを実現す

る。また、匿名化されたレセプト情報等を一元的なデータベースとして集約し、広く

医療の標準化・効率化及びサービスの向上に活用可能とする仕組みを構築する。

【具体 的取組】

企画委 員会の下にタスクフォースを設置した上で、関係省庁が連携 して以下の施

策に取 り組む。

i)「 どこでもMY病 院」構想の実現

全 国どこでも自らの医療 口健 康情報を電子 的に管理 口活用することを可能 にする

「どこでもMY病 院」構想を実現することとし、遅くとも 2013年 までにその一部サービ

ス (調 剤情報 管理等 )を 開始する。このため、2010年 度 中に、診療明細書 及び調剤

情 報 の電子化方策や、「どこでもMY病 院」構想を実現する上での運 営 主体 、診 療

情報・健 康情報等の帰属・取扱い等 について結論を得る。また、本構想の実現 に当

たり、救 急 医療体 制の強化 にも資するよう検討する。【内閣官房 、総務省 、厚 生労

働 省 、経済産業省等】

il)シームレスな地域連携医療の実現

遅くとも 2015年 までに地域 医療 支援病院を中心とし、生活習慣病などを対象とし

て、情報通信技術を活用した地域連携クリティカルバスや医療 から介護まで健 康に

関わる施設間でのシームレスなデータ共用を可能 にする体制を各 地 に構 築するた

め、2010年 度 中に、具体 的な方針を固める。また、医療情報システム等の普 及と標

準 化の推進を行うとともに、死 因究明に精通 した医師が少ない中で、地域連携 によ

り死亡時画像 診断 (Ai)に よる死因究明を推進する。

さらに、医師不 足地域 等 における患者 の利便性を向上させるため、処 方せんの

電送 交付をはじめ、遠隔 医療の実 施可能範 囲の明確 化及び遠隔 医療 に対する診

療報酬 等の適切な活用など、遠 隔 医療の普 及方策を検討する。【内閣官房 、総務

省、厚生労働省 、経済産業省等】

―-193-―
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23年度予算案

248百万円

(目■1的)|■ |■ ■■‐■■ ‐   ‐

lllo域における医療機関間の情報連携の支援・促進                ‐

テキスト情報や画像情報等の診療情報を必要に応じて医療機関間で送受信t又は医療

欝電冒理誘眠緒み諮5塁憑属皐
'35冒

写冒雰撃魔墨樗窪委擾‐すギー
,「T‐軍言11

|(事業内容)

●l・a域|の中lb的役割を果たして

しヽる医療機関において、既に導

入済みの電子カルテシステム、

又は開発中の電子カルテシステ

ムを基にWeb型電子カルテシ

ステムを開発・導入することに

より、連携する医療機関がセ

キュリテイを確保したインター

ネット等を介して、その電子カ

ルテソフトを活用する。

地域の中心的役割を

果たしている医療機関
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|(事業内容)

.■庸報通信機器を活用することで、

病理画像、×線画像等を遠隔地の

医療機関に伝送し、専P5医の助言
による適切な対応を可能とする。

また、医学的管理が必要な慢性

疾患であって地理的理由等により

往診、通院が困難な憲者、がん末

期患者、人工呼吸器装着患者等に
対し、テレビ電話等の機器を貸与
して遠隔地からの医療支援を行う。

23年度予算案

831百万円の内数

(画像伝送)

1相談

-
-助言 |

専

言精轟瀬重轟灘難轟1紺

覆‐毛
‐
患碁あ

―
五壺::ふ藉‐薮I暉破薮辱‐あ1類種市

音声など―の情報を

「

を活用.して収集■■■■■

‐患|■者

〈現状の課題等).|

OI医療の質の向上と効率化
〇 医療資源の適正活用
○ 医療の地域格差の解消

○ 専門性の高い判断や助言の効率的提供
○ 限りある人的・物的医療資源を効率よく活用するため医療機関間の連携強化

○ 医療過疎地域等では交通インフラが不十分であつたり、高齢化・過疎のため

受診が困難な慢性疾患患者に対するテレビ電話等を活用した医療支援
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医政発 0331第 1号

平成 22年 3月 31日

都 道 府

地方厚生

厚生労働省医政局長

保健医療情報分野の標準規格として認めるべき規格について

今般 「保健医療情報標準化会議」において、「厚生労働省において保健医療情

報分野の標準規格 として認めるべき規格について」(平成 22年 1月 25日 保健医

療情報標準化会議 )力 提`言 されたことを受け、厚生労働省における保健医療情

報分野の標準規格 (以下 「厚生労働省標準規格」 とい う。)について別紙のとお

り定めることとしたので、貴職におかれても、御了知の上、関係者に周知方を

お願いする。

また、厚生労働省における医療機関を対象 とした医療情報の交換 0共有によ

る医療の質の向上を目的 とした 「厚生労働省電子的情報交換推進事業」や経済

産業省における複数の情報処理事業者間で開発 されたシステムの相互運用の推

進 。普及を図ることを目的 とした 「医療情報システムにおける相互運用性の実

証事業」の成果の活用についても積極的に検討 されるものであること。

なお、事業者向けには経済産業省に別途周知を依頼 しているので申し添える。
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(別紙 )

保健医療情報分野の標準規格 として認めるべき規格について

厚生労働省標準規格

厚生労働省標準規格は以下の規格等 とする。

> HS001医 薬品 HOTコ ー ドマスター

> HS005 1CD10対応標準病名マスター

> HS007患者診療情報提供書及び電子診療データ提供書 (患者への情報

提供 )

> HS008診療情報提供書 (電子紹介状 )

> HS009 1HE統合プロファイル 「可搬型医用画像」およびその運用指針

> HS010保健医療情報‐医療波形フォーマ ットー第 92001部 :符号化規則

> HS011医療におけるデジタル画像 と通信 (DICOM)
> HS012 JAHIS臨 床検査データ交換規約

※標準規格の称は、医療情報標準化指針 (医療情報標準化推進協議会)における名称を

使用c

※規格の詳細については、医療情報標準化推進協議会のホームページを参照すること。

http://helics.umin.ac.jp/

2 厚生労働省標準規格について

医療機関等における医療情報システムの構築・更新に際 して、厚生労働省標

準規格の実装は、情報が必要時に利用可能であることを確保する観点から有用

であ り、地域医療連携や医療安全に資するものである。また、医療機関等にお

いて医療情報システムの標準化や相互運用性 を確保 していく上で必須である。

このため、今後厚生労働省において実施する医療情報システムに関する各種

施策や補助事業等においては、厚生労働省標準規格の実装を踏まえたものとす

る。

なお、厚生労働省標準規格については、医療機関等に対 し、その実装を何 ら

強制するものではないが、実装によるメリッ トを十分考慮することを求めるも

のである。

医療機関等に求められている標準化、相互運用性確保については「医療情報

システムの安全管理に関するガイ ドライン第 4.1版」第 5章 を参照すること。

3 厚生労働省標準規格の更新について

厚生労働省標準規格については、今後 「保健医療情報標準化会議」の提言

等を踏まえ、適宜更新 していくものである。
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科学院教発第  132号
平成 22年 7月  8日

都道府県

政令指定都市

中核市

特別区

衛生主管部 (局)長 殿

子

平成22年度「地域医療の情報化コーデイネータ育成研修」の新規開設について

近年、地域住民の方々の暮らしの安心 。安全を支えるため、地域医療の質の向 Lとサー

ビス提供の効率化等を推進することが求められています。そのため、地域の行政機関及び

医療機関等においては、医療・保健に関連した様々な「情報」の適切かつ迅速な処理と活

用、関係諸機関での情報共有による連携の強化など、地域医療における情報化を推進する

ことが重要と考えられます。国の「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 (IT戦略

本部)」 でとりまとめた「重点計画 Z007」 においても、医療の情報化に向けた人材育成の必

要性が掲げられ、地方公共団体の医療担当部局にC10(Chieflnformation OfliceDを 育成す

るための体制を整備するとされています。

しかしながら、保健医療分野において、情報化に精通する行政官は現状では少なく、各

種の情報化支援ツールなども業務の中で十分に活用されていないなど、総じて、各地域の

医療・保健の情報化はまだ十分な状況には至っておりません。

このような状況を踏まえ、平成 20年より国立保健医療科学院において試行して参りまし

た地域における医療の情報化に向けた研修が、このたび、「地域医療の情報化コーディネー

タ育成研修」として正式に開設する運びとなりましたので、御連絡中し上げます。貴職に

おかれては、情報システム担当や保健情報担当、感染症情報担当、自治体病院担当など、

関係職員等への周知を図られると共に、研修希望者への格段の御配意と共に、適任者のご

推薦方よろしくお願い中し上げます。

【お問い合わせ先】

丁351・ 0197

埼玉県和光市南 2-3-6
国立保健医療科学院

総務部教務課企画係 馬場

TEL 048‐ 458‐ 6187gド ィャルイカ
F/EX 048‐ 458‐6112

(内 容についてのお問い合わせ )

https:〃ictp.niph.go.jp

user:niph password:niph

ヽ

ｉ

ｔ

ｒ

ｌ

Ｊ
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平成 22年度 地域医療の情報化コーデイネータ育成研修

開催要項

1.目 的

地方公共団体の医療担当部局において、医療機関に対して情報化に関する助言、指導等を

行うなどして地域の医療情報化に貢献する、医療知識と情報技術の両方に通じた CЮ (Chief
informalon Oricer/情 報担当役員)的人材を育成することが求められています。そこで、本

研修では、担当者の知識と技能の向上を図ると共に、日本各地で生じている地域医療の情報

化における諸課題に取り組む行政官同士の連携の場を構築します。

2.対象者

(1)地方公共団体における医療担当部局職員、または、医療の情報化を推進する立場の方

(2)前項に掲げる方と同等以上の学識および経験を有すると院長が認める方

3.定 員

20名

4.研修期間

[必修19月 27日 (月 )～ 29日 (水 )(3日 間)

[選択19月 30日 (木 )、 10月 1日 (金 )、
12月 13日 (月 )～ 12月 17(金 )

※ 講義スケジユールは、https:〃 ictp.niph.go.ip(uSerniph passwOrd:niph)を ご参照下さ

い 。

5,研修場所

国立保健医療科学院 (埼玉県和光市)

6.費用

無料 (旅費は受講者負担ですが
｀
、宿泊は 1泊 3,200円の当院寄宿舎が利用可能 )

7.受付期間

平成 22年 7月 決裁日～平成22年 8月 13日 (金)(必着)

8.受講申込

受講願書を目立保健医療科学院 総務部教務課宛に提出して下さい。
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9.研修内容

本研修では、地域医療の情報化に必要な「地域医療の情報化における諸課題」「情報シ

ステムの技術とその応用J「 情報システムのマネージメント」「医療用情報システムの現

状と課題」「情報システムとセキユリテイJと いう 5つ の分野について、前半 5日 間 +後

半 5日 間という形式で、集中講義と実践志向の演習を組み合わせて行います。なお、一部

の講義は、和光市での実地研修だけでなく、インターネツトを用いた遠隔研修として履修

することも可能です。

また、前後半の間に、「遠隔での情報共有演習」として、情報システムに関する成功事

例や失敗事例を,関 係者間で共有し、日々の業務に活用して頂きます。さらに、事後学習と

して、業務において関わる情報システムや情報化施策について、研修の内容を踏まえた「最

終レポート」を提出して頂きます。本研修では、このように、実習と演習を通じて医療の

情報化を担当する行政官の間に横の連携を形成し、日本の医療の情報化を支える基盤とな

ることを目指します。

・  一般日標

1.地 域医療における情報化コーデイネーシヨンに必要な知識および技術を習得する。

2.国 や他の都道府県と連携し、組織横断的に地域医療の情報化における課題に取り組む技

術を習得する。

3.情 報システムの最適化に必要な基礎知識を習得する。

● 到達目標

1.地 域医療の情報化における問題点を概説できる。

2.必 要な情報を系統的に収集し、組織間で効率的に情報共有できる。

3.情 報システムの企画、設計、調達、開発管理、運用、評価について概説できる。

4. 医療用情報システム、病院情報システム、地域の医療情報ネツトワークについて、現状

と課題を概説できる。

5.情 報セキユリテイについて概説でき、業務上必要なセキユリテイ手段を企画し講じるこ

とが出来る。

10.修 了要件

(1)必修研修 (9月 27.28,29日 )の 出席にカロえ、選択として開講される講義・演習のう

ち、最低 6コ マ(2日 分)を、集合研修か遠隔研修により適宜履修

(2)地域における医療の情報化に関する成功例と失敗例の事例報告の提出

(3)5つ の到達目標を踏まえた事業企画 (最終レポート)の提出

事例。レポート 提出期限 : 平成 23年 1月 21日 (金 )

11.そ の他

(1)研修カリキユラム、スケジユール、遠隔研修についての詳細については、研修ホームペ

ージ(http:〃 iCtp.niph.9o.jp)を ご参照下さい。

(2)受講の可否については派遣機関にあて通知します。

(3)研修に際し、本院敷地内の寄宿舎が利用できます。但し、長期研修での入居希望を優先

しますのでご希望にそえない場合もあります。空き状況については受講許可後、(財)公衆

衛生振興会(TEL 048‐ 451‐7172)に 照会してご確認ください。利用できない場合は、各自

で宿泊場所を手配願います。
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平成22年度 短卿l研修実施計画 (2)「実施計画i表」

地域医療の情報化コーデイネーター育成研修

平成 22419月 、 12月  言卜10日 F覇

Aは講義、Bは演習、Cは実験、Dは見学、Eはその他。

SBO s 科目及び講義課題 講師名 時間数

1.地域医療の情報化に

おける問題点を概説で

きる

2.施策に必要な情報を

系統的に収集し、組織

間で効率的にllllj報 共有

できる

3.情報システムの企画、

設計、調達、開発管理、

運用、評4‖ について概

説できる

4.医療月1情報システム、

病院情報システム、地

litの 医療情報ネットワ

ークについて、現状と

課題を概説できる

5,情報セキュリティに

ついて概説でき、業務

上必要なセキュリティ

手段を企画し講じるこ

とが1襲来る

1.「地域医療の情報化における諸課題」

① キックオフセミナー

② 墨、地方、医療現場のそれぞれにおける現

状と:課題

③ 事例検討会

2.「情報システムの技術とその応用」

① 情報システムの技術動向
・ 仮想化とクラウドコンピューテイング、ユ

ーザーインターフェース、システム間接続

とAPI公 ,1

② 情報システムによる業務の改善演習
。 Fax OCRに よる報告業務の省力化、Web

アンケートシステムによる調査業務の省

力化、Web DBに よる情報共有の効率化

③ 情報共有システム構築演習

3、 。「情報システムのマネージメント」

・ 情報システム投資論、情報システム調達

論、情報システム運用論、プロジェクト

管理論、ソーシング戦略論、人材計画論

4.「医療用情報システムの現状と課題J

・ 電子カルテ論、病院情報システム論、地域

医療情報ネットワーク論、医療情報におけ

る標準化、保健情報の管lll:と 活用、医療用

インテリジェントシステム論

5。 「情報システムとセキュリティ」

① 情報セキュリティの基礎と応用
・ セキュリティとプライバシー保護、情報

セキュリテイ技術の実際

② 情報セキュリティ演習

国立保健医療科

学院担当者・厚労

省担当者・総務省

担当者他

外来講師

国立保健医療科

学院担当者

国立保健医療科

学院担当者

外来講師

外来講師

外来講師i

国立保健医療科

学院担当者

E2h
A6h
B4h
(小計 12D

A6h
B6h
B6h
(ノlヽ 計|・ 18h)

A12h
(/1ヽ 計|‐ 12h)

A12h
(4ヽ 言卜12h)

A4h
B2h
(/1ヽ 言|・ 6h)

60‖寺問 (A40時間・B18時間 。E2時間)
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